
２割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には令和４年９月下旬頃に

宮城県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。

申請書がお手元に届いたら、口座の登録を申請してください。

窓口負担割合が２割となる方には 負担を抑える配慮措置があります

１割負担のときの外来の自己負担額が月5,000円の場合

【配慮措置の例】

ア １割負担の自己負担額 5,000円

イ ２割負担の自己負担額 10,000円

ウ 配慮措置後の自己負担限度額 8,000円

エ 高額療養費支給額（イ－ウ） 2,000円

(1)の配慮措置の場合は、

ウの額を医療機関へ支払い

ます。

(2)の配慮措置の場合は、

エの額が後日支給されま

す。

2割負担の高額療養費自己負担限度額(月額)は次のとおりです。

外来(個人) 外来+入院(世帯)

①または②の低いほうを適用
①18,000円 ②6,000円+(総医療費－30,000円)×10%

(年間144,000円上限※４)

57,600円
<44,400円※５>

※ ４ ８月から翌年７月までの自己負担額(月ごとの高額療養費支給分を除いた額)の合計が144,000円
を超えた場合、その超えた額が「外来年間合算分」として後日支給されます。

※ ５ 後期高齢者医療制度加入後直近12カ月以内に、外来＋入院(世帯)の高額療養費が３回以上該当し
た場合の、４回目以降の限度額です。

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ先

宮城県後期高齢者医療広域連合
電話番号 022-266-1021 受付時間 月～金 ８:30～17:15
厚生労働省コールセンター
電話番号 0120-002-719 受付時間 月～土 9:00～18:00 (令和4年3月末まで)

ご注意ください!
厚生労働省や地方自治体が、訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュ
カード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消
費生活センター(188)にお問い合わせください。

●令和４年10月１日から令和７年９月30日までは、
２割負担による外来診療の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置が
あります。
●配慮措置には２種類あります。
(1) 一つの医療機関での支払いの増加額を月3,000円に抑えます。
(2) 複数の医療機関の自己負担額を合算して、月3,000円を超える負担増加
額があった場合、高額療養費として、登録されている口座へ後日支給されま
す。


